
整理
番号

所在地
現況
地目

面積
（平方メート

ル）

契約
年月日

年額貸付料
（円）

契約期間 契約相手方 法人番号 用途
減額
貸付

の有無

定期
借地権
の設定
の有無

価格形成上
の減価要因

備考

19
愛媛県喜多郡内子町中
川　小田深山国有林55
へ１、58イ１林小班

山林 996 令和6年2月27日 0
自 令和6年2月27日
至 令和8年9月30日

愛媛県南予
地方局長

1000020380008

県道敷（小田柳谷線　橋
りょう補修工事河川占用
用地）

－ － － 無償貸付

20

愛媛県喜多郡内子町中川
小田深山国有林51と、55へ
1、56と、58よ1、58イ1林小
班

山林 1,716 令和6年2月27日 0
自 令和6年2月27日
至 令和8年9月30日

愛媛県南予
地方局長

1000020380008
県道敷（小田柳谷線　橋
りょう補修工事用地）

－ － － 無償貸付

21
徳島県那賀郡那賀町沢
谷　釜ヶ谷国有林107林
班ち小班

保安林 972 令和6年2月28日 0
自 令和 6年2月28日
至 令和10年3月31日

那賀町長 5000020363685
那賀町道（剣山線）災害
工事敷

－ － － 無償貸付

公共随契による貸付結果一覧表（令和６年２月契約分）

別紙様式24（第３の15の(2)関係）　　

１．本一覧表は、公共随契により貸付けをした物件について一件別に記載しております。
２．減額貸付の有無は、法令の規定に基づき減額貸付けを行った場合に「○」を記載しております。
３．年額貸付料について、貸付期間が1年未満の場合は当該貸付期間に対応する貸付料を記載しております。
４．定期借地権の設定の有無について、定期借地権（借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に規定する借地権及び第２３条第１項又は第２項に規定する借地権をいう。）を設定している場合に「○」を記載しております。
５．価格形成上の減価要因は、以下に掲げる場合に要因を記載しております。なお、複数の減価要因がある場合には、主たる要因を記載しております。
　　・予定価格の算定に当たり、建物解体撤去を減価要因とした場合
　　・予定価格の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の瑕疵を減価要因とした場合
６．用途地域名については次のとおり省略しています。
　　第一種低層住居専用地域・・・・一種低層　　　　第一種住宅地域・・・・一種住居　　　　商業地域・・・・・・商業　　　　　用途地域の指定がないもの・・・・指定なし
　　第二種低層住居専用地域・・・・二種低層　　　　第二種住宅地域・・・・二種住居　　　　準工業地域・・・・準工業
　　第一種中高層住居専用地域・・一種中高　　　　準住居地域・・・・・・・・準住居　　　　　工業地域・・・・・・工業
　　第二種中高層住居専用地域・・二種中高　　　　近隣商業地域・・・・・・近隣商業　　　 工業専用地域・・・工業専用

（注）1 用途を宅地として貸付けした物件については、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率を備考欄に記載すること。
        2 用途を宅地として貸付けない場合にあっては、第６項を削除して使用すること。


